
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

法
定
事
務
に
準
ず
る
事
務
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
及
び
利
用
事
務
に
係
る
情
報
連
携
に
つ
い
て
は
、
本
法
に

よ
っ
て
法
律
改
正
が
今
後
不
要
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
主
務
省
令
の
制
定
に
当
た
っ
て
は
国
民
に
広
く
意
見
を
聴
く
た
め
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
国
民
に
広
く
公
開
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
監
視
・
監
督
状
況
を
定
期
的
に
国
会
に
報
告
し
、
行

政
決
定
過
程
の
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

二 

本
法
に
基
づ
く
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
範
囲
及
び
情
報
連
携
の
拡
大
に
伴
い
、
地
方
公
共
団
体
等
の
事
務
負
担
が
過
大

と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

三 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
が
任
意
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
取
得
を
強
制
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
は
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

四 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
シ
ス
テ
ム
障
害
の
防
止
及
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
向

上
に
万
全
を
期
し
、
特
に
医
療
・
介
護
・
福
祉
事
業
等
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
し
て
、
十
分
配
慮
を
す
る
こ
と
。
ま

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
・
更
新
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
円
滑
な
更
新
に
配
慮
し
つ
つ
、
厳
格
な
本
人
確
認
を

令

和

五

年

五

月

三

十

一

日 

参

議

院

地

方

創

生

及

び

デ

ジ

タ

ル 

社
会
の
形
成
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会 



徹
底
す
る
こ
と
。 

 

五 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び
資
格
確
認
書
が
申
請
に
基
づ
い
て
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
健
康
保
険
証
の
廃
止
に

伴
い
、
保
険
料
を
払
っ
て
い
て
も
、
資
格
確
認
書
の
申
請
漏
れ
等
に
よ
り
無
保
険
者
扱
い
と
さ
れ
た
り
、
現
物
給
付
に
よ

る
保
険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が
生
じ
な
い
よ
う
、
保
険
者
が
資
格
確
認
書
を
速
や
か
に
交
付
す
る
な
ど
、

全
て
の
被
保
険
者
が
確
実
に
保
険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
資
格
確
認
書
に

関
す
る
事
務
の
円
滑
な
執
行
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
発
行
に
関
し
追
加
的
な
費
用
負
担
が
可
能
な
限

り
生
じ
な
い
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

六 

健
康
保
険
証
の
廃
止
に
伴
う
医
療
現
場
な
ど
の
影
響
・
混
乱
を
極
力
防
ぐ
た
め
、
発
行
済
み
健
康
保
険
証
を
廃
棄
し
な

い
よ
う
、
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
認
知
症
患
者
や
寝
た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
の
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
は
、
発
行

済
み
健
康
保
険
証
を
最
大
一
年
間
有
効
と
み
な
す
経
過
措
置
を
踏
ま
え
、
遅
く
と
も
そ
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
に
、

確
実
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
資
格
確
認
書
に
よ
り
必
要
な
保
険
診
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。 

 

七 

健
康
保
険
証
の
廃
止
に
伴
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
関
す
る
事
業
主
の
届
出
か
ら
保
険
者
の
登
録
ま
で
の
各
種
の

手
続
が
迅
速
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
国
民
、
事
業
主
及
び
保
険
者
へ
の
広
報
・
支
援
に
努
め
る
こ
と
。 

 

八 

医
療
・
介
護
・
福
祉
施
設
等
の
事
業
者
に
対
し
て
、
利
用
者
・
入
所
者
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
代
理
申
請
や
管

理
な
ど
を
事
実
上
強
制
す
る
よ
う
な
施
策
は
厳
に
行
わ
な
い
こ
と
。 

 

九 

保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
へ
の
保
険
料
納
付
の
勧
奨
及
び
納
付
に
関
す
る
相
談
の
機
会
の
確
保
に
際
し
て
、
市
町
村
等
は
、

滞
納
者
の
納
付
能
力
の
把
握
を
き
め
細
か
く
行
う
な
ど
、
懇
切
丁
寧
な
対
応
に
努
め
る
こ
と
。 



 
十 
滞
納
者
の
納
付
能
力
に
配
慮
し
つ
つ
、
短
期
被
保
険
者
証
に
準
ず
る
運
用
が
引
き
続
き
尊
重
さ
れ
る
こ
と
。
本
法
の
施

行
後
、
適
切
に
保
険
料
の
滞
納
対
策
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
、
改
善
に
努
め
る
こ
と
。 

 

十
一 

後
期
高
齢
者
医
療
に
お
い
て
資
格
証
明
書
を
原
則
発
行
し
な
い
現
行
の
運
用
方
針
の
考
え
方
を
維
持
す
る
と
と
も

に
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

十
二 

健
康
保
険
証
、
短
期
被
保
険
者
証
及
び
資
格
証
明
書
の
廃
止
に
伴
う
法
令
運
用
等
に
関
す
る
検
討
に
際
し
て
、
患
者
・

国
民
、
医
療
・
介
護
現
場
、
保
険
者
な
ど
の
声
・
実
態
を
広
く
聴
取
し
つ
つ
、
運
用
上
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
の
医
療
機
関
等
に
お
け
る
整
備
に
際
し
て
は
、
地
域
医
療
の
確
保
に
支
障
が
生

じ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
切
れ
に
伴
っ
て
医
療
機
関
等
で
の
利
用
に

支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
対
応
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
四 

保
険
者
の
資
格
情
報
入
力
の
タ
イ
ム
ラ
グ
短
縮
に
関
し
て
、
現
場
の
実
情
に
応
じ
事
業
主
の
事
務
負
担
に
配
慮
し
た

対
応
を
行
う
こ
と
。 

 

十
五 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
券
面
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
性
別
を
削
除
す
る
な
ど
、
性
の
多
様
性
や
人
権
に
配
慮
す

る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
日
数
の
更
な
る
短
縮
を
図
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
紛
失
・
盗
難
時
に
お
け
る
速
や
か
な
再
発
行
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
発
行
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
。 



 
十
七 

地
方
公
共
団
体
が
指
定
し
た
郵
便
局
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
の
申
請
の
受
付
等
を
開
始
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
過
疎
地
の
郵
便
局
に
お
け
る
負
担
の
軽
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

十
八 

戸
籍
等
の
記
載
事
項
へ
氏
名
の
振
り
仮
名
を
追
加
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
法
の
趣
旨
や
振
り
仮
名
の
届
出
等
に
関

し
て
、
届
出
等
に
係
る
国
民
や
地
方
公
共
団
体
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
民
へ
丁
寧
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、

地
方
公
共
団
体
の
業
務
の
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
、
届
出
等
が
困
難
な
層
に
対
し
て
は
、

十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

戸
籍
等
の
記
載
事
項
へ
氏
名
の
振
り
仮
名
を
追
加
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
が
現
に
使
用
し
て
い
る
振
り
仮
名
と

は
異
な
る
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
「
戸
籍
法
等
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
」
に

お
い
て
「
幅
広
い
名
乗
り
訓
等
を
許
容
し
て
き
た
我
が
国
の
命
名
文
化
を
踏
ま
え
た
運
用
と
す
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
鑑

み
、
今
後
新
し
く
生
ま
れ
る
名
乗
り
訓
の
許
容
範
囲
を
幅
広
く
担
保
す
る
こ
と
。 

 

二
十 

公
金
受
取
口
座
の
登
録
通
知
に
不
同
意
の
回
答
を
し
な
け
れ
ば
自
動
的
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
民
に
丁

寧
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
な
ど
通
知
を
受
け
取
る
こ
と
が
困
難
な
層
に
対
し
て
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
通
知
を
受
け
た
国
民
か
ら
の
積
極
的
な
意
思
表
示
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
回
答
の
た
め
十
分
な
期
間
を
確
保
す
る
こ

と
。
な
お
、
本
法
に
基
づ
き
登
録
さ
れ
た
口
座
の
利
用
目
的
の
安
易
な
拡
大
や
流
用
は
厳
に
行
わ
な
い
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


